
体言本位の表現と用言本位の表現
『やさしいことばで 日本国憲法』を言語資料 として

大 島 中 正

キーワー ド 動詞 的表現 と名詞的表現、和語 と漢語 、疑 問表現、パ ラフ レーズ、

日本 国憲法

体
言
本
位
の
表
現
と
用
言
本
位
の
表
現

0.は じめ に

日本語 は、体言本位 の表現 よ りも用言本位 の表現を このむ言語で あるといわれ

ることが ある。 た とえば、外山滋比古(1972)は 、「この事実 の認識 が問題の解

決 に貢献 す る」 と 「これがわかれば問題 はず っと解決 しやす くな る」 とを例示 し

てい る。前者 のよ うな表 現を、 この論文 では、 「体言 本位の表現」 とよび、後者

のよ うな表現を 「用言 本位 の表現」 とよぶ ことにす る。類例を もう1っ くわえ よ

う。作 田啓一 ・多田道太郎(1975)は 、 「生産 の問題 はけっき ょく消費 の問題 と

関連す る」 とい う体言本位 の表現 につ いて、 「これ はどうみて も欧文脈 であ る。

わた したちの伝統的な言語感覚 にな じまない。 それは複雑 な内容が名詞 中心の抽

象的な文章 によって表現 されてい るか らである。 では、同 じ内容 を 日本語風 にい

いかえ ればど うな るか」 とのべて、 「物 をっ くるということは、 け っきょ く物を

っか うということにかかわ る」 とい う用言本位 の表現 を提示 して いる。

この よ うな、表現の レベルか らみた 日本語 らしさの問題 は、次 の諸文献 で もと

りあ げ られて いる。

①玉村文郎(1975)「 和語 は造語力が弱いか」『新 ・日本語講座1現 代 日本 二九

語 の単語 と文字』汐文社

②柳父章(1977)「 動詞中心の 日本文への翻訳」『翻訳 の世界』2-4バ ベ

ル ・プ レス

③外 山滋比古(1981)「 名詞好 き」『日本語 の素顔』 中公新書631
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④石 綿敏雄(1990)「 名詞表現 と動詞表現」「対照言語学』 桜楓社

⑤玉 村文郎(1998)「 対照研究 と日本語学」「新 しい 日本語 研究を学 ぶ人のた

めに』世 界思想社

文献① は、和語 の造語 力についての論考で ある。 「和語 の弱み」が4項 目に整

理 されてい るが、その第3項 目と して、和語 に抽象的概念をあ らわす単語 が少な

い ことを指摘 して、 「この抽象的な語彙 は名詞類 ですか ら、 名詞的表現(例 彼

女 の不在がわ た しを悲 しませた。)を このむ現代 フ ランス語 は、動作名詞 をは じ

め として、抽象 的な名詞 がたいへん多 いのです。 しか し、動詞 的表現(例 彼女

がいな くてわ た しは悲 しか った。)を とる ことによ って、抽 象名詞が少 ないため

に生 じてい るスキマを うずめることが可能 なわ けです。事 実、 日本語 はあ きらか

に後者 の表現 を このむ言語ですか ら、西洋 の諸言語 と同程度 に抽象語彙 がないか

らとい って、 ただちに 日本語 の欠点 と指摘す るのは正 しくあ りません。」 とのべ

ている。 この、表現 の レベルか らみた、 日本語 らしさの問題は、体言 ・用言 とい っ

た、単語 の文法 的な性質 の問題で もあり、和語 ・漢語 とい った語種 にかかわる問

題で もあ る。

文献② は、 アメ リカ独立宣言の書 き出 しの一節を例 示 して、 その福沢諭吉 によ

る訳文 と柳父章氏 の訳文 とが対比 されて いる。名詞 中心 の直訳調 である柳父章訳

よ りも、動詞中心で意訳 した福沢諭吉訳の方が、たいていの日本人 にはわか りや

す い旨が のべ られて いる。

文献③ は、冒頭で その例文を引用 した外 山滋比古(1972)を 発展 させた もので、

語種(漢 語 と大和 ことば)の ことに も言及 してい る。

文献④ は、英語や 中国語の名詞的表現の実例をあげて、 日本語表現 の具体的で

用言的な正確を指摘 して いる。

文献⑤ は、文献① と同 じ筆者によ るものであ る。夏 目漱石 『三 四郎』 にでて く

る、"Pity'sakintolove."に 対す る与 次郎訳 「可哀想 だた惚れ たっ て事 よ」 と

「あわ れみは愛 情 と同質で ある」 を例 示 して、与次郎訳 にっ いて 「抽 象名詞を そ

の まま直訳す よりは、 はるかに分か りやすい。 肌で分 かる、肚 に落 ちる妙訳 とい

うべ きで あろう」 と評価 してい る。

以上、先行文 献 にお ける例示 ・言及 を概 観 したが、 いずれ も、現象 の指摘 にと



どまって いるので はな いだろ うか。体言 本位 の表現 と用言本位 の表現 とがどのよ

うに対応 して いるのか は、十分 にはわか っていない といえよ う。

この論文で は、実例 の観察をお こな った結果、 漢語 を中心 とする体言本位 の表

現 を和 語 を中心 とす る用言 本位 の表現 にパ ラフ レー ズ した もの には、 疑問表現

(「疑問詞+～ か」)が みいだせ たということを中心に報告す る。

1.言 語 資料 に っ い て

このよ うな研究に は、同 じ事柄が表現 されてい る複数 の言語資料 が必要 である。

今回 は、 日本 国憲法の英 語版 を、「やさ しい」 日本語で あ らたに翻訳 した文献

を言語資料 とす ることに した。 『や さしい ことばで 日本国憲法』(池 田香代子訳 ・

C.ダ グラス ・ラ ミス監修 ・解説、2002年 、 マガ ジンハ ウス)で ある。

この文献 は、新訳条文が英文憲法 と対照で きるよ うにな ってお り、監修者 によ

る解説 のあ とに付録 と して 日本国憲法の全文 と英 文憲法 とがかかげ られている。

以下、新 訳条文 を 「新訳」、 日本国憲法の条文 を 「正文」 とよぶ ことにす る。新

訳 条文 は、 英文憲法 のすべて を翻訳 した ものではな い。 翻訳 されてい るのは、

「前 文」 と 「第1条 」 ・ 「第9条 」、 それ に 「第3章 」 ・ 「第9章 」 ・ 「第10章 」

であ る。

この章 の冒頭で 「同 じ事柄」 といった。 よ り正確 には、 このよ うな研究 に は

「類義文」 を多数収集す る必要 があ ると表現 しなけれ ばな らないのか も しれ ない。

で は、 「類義文」 とは何で あろ うか。 宮地裕(1972)は 、次 のよ うに概 念規定 を

おこな っている。

体
言
本
位
の
表
現
と
用
言
本
位
の
表
現

「おな じことを言 う文 グル ープ とは、同一の ことが らを指 し、 かつ、 そのこ

とが らの成立要因の い くっかを、表現 として持っ ものである。」(中 略)や や

か た く言 え ば、 「『お な じことを言 う』 文 とは、 文 として 『同一 指示対象

(reference)』 と 『同量要 因表現』 とを持っ ものだ」 とい うことになる。(中

略)「 同一指示対 象」 「同量要因表現」 を持っ という二条件の もとに 「おな じ

ことを言 う文」を、文 に即 して 「類義文」 と言 うことに しよう。

=
二

宮地裕氏 の 「類義文」の定義にみ られ る 「同量要因表現」 ということを考慮 にい
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れ るとな ると、「正文」 と 「新訳」 とが、必 ず しも 「類義文」で あるとはいえな

くな る場合が ある。 た とえば、「国民 は、法律 の定め るところによ り、納税 の義

務を負ふ。」 とその新訳 「人 びとには、法律 に したが って、税金 を払 う責任 があ

ります。」 とは、 「類義文 」であ るといえ るだろ う。 しか し、「学問 の自由は これ

を、保 障する。」 とその新訳 「なにを どの ように研究す るかは、 自由です。」 はど

うであろ うか。す くな くと も、正文中 の 「保障す る」 に対応 す る表現 が新訳 中に

みいだす ことができないということで、「同量要因表現」 とい う、 「類義文」 たる

要件 をか くことになるといえるだろ う。 今回 の用例調査 では、 「同一指示対象 を

持っ」 と判断できれ ば用例 として収集す ることに した。理想 のパ ラフ レーズ とは、

「類義文 」をっ くることで あろ うが、パ ラフ レーズとい ういとなみは、必ず しも

「類義文 」をっ くることをめざす ものではないので はなか ろ うか。 表現を、 ある

聞 き手 やある読み手 にわか りやす くす るために、 もとの表現 よ りも、 「ことが ら

の成立要因」が増減す ることもあ りうるだろ う。

2.パ ラ フ レ ー ズ の 実 際

正文 において、漢語 の体言 か らできている句(「AのB」)が 、新訳で はどのよ

うにパ ラフレーズ されているか。実例 の観察 をおこない、特徴的な ことを記述 し

てい こう。

今回の調 査で もっと も特徴 的であったことは、新訳中の用例において 「疑問詞

+～ か」 という形式が みいだされた ことで ある。 この現象 を、「漢語 の体言 か ら

なる句 の疑 問表現へ のパ ラフ レー実」 と仮称す る。

以下 に実例を提示するが、各用例文 の番号 は、 日本国憲法の条(ま たは条 と項)

を しあす。 また、「正文」 ・ 「新訳」 を区別 す るため に、 それぞれ を 「正 」 ・

「新」 と略表記す る。

正文中 に漢語 の語基 「自由」 が使用 されてい るもの に、次 のようなものがある。

それ らとその新訳 とを対照 してみよ う。

(正19)思 想及び良心 の 自由は、 これを侵 してはな らない。

(新19)思 想 と良心 の 自由を侵 してはな りません。



(正21)集 会、結社 及び言論、 出版 その他一切の表現の 自由は、 これを保障

す る。

(新21)集 会を ひらいた り、団体 をつ くった りす るのは自由です。

考えを述べ、出版などのあ らゆる方法で発表す るのは、 自由です。

(正20-1)信 教の 自由 は、何人に対 して もこれを保 障する。

(新20-1)す べての人 は、な にを信仰 して も自由です。

(正23)学 問の自由は、 これを保障す る。

(新23)な にをどのよ うに研究す るか は、 自由です。
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「自由」 とい う語基 は、 「健康」 ・ 「幸福」 ・ 「危 険」 等 と同様 に、事物類 の語

基で もあ り、様相類の語基 で もある。上 の用例の「～の 自由」の 「自由」 は、補語

とな りうる 「自由」であ り、述語成分 「自由です」の 「自由」 は様相類 の 「自由」

であ ろう。(新21)は 、それぞれのセ ンテ ンスを 「自由に」 を使用 して、 「自由に、

集会 をひ らいた り、団体をつ くった りす る ことがで きます。」 ・ 「自由に、考え

を述べ た り、出版 などの あ らゆる方法 で発表 を した りす ることができます。」な

どとパ ラフ レーズす ることもで きよ う。

わずか の用例か らで も、パ ラフレーズの方法 が一様 でないことが しられよう。

(正23)か ら(新23)へ のパ ラフレーズが、「漢語 の体言 か らなる句 の疑 問表現へ

のパ ラフ レーズ」 の典型的 な例 であ る。 もっとも、「自由です」 は、漢語 の様相

類 の語基 「自由」 をその構成要素 とす る第二形容詞 である。 この用例 か らも、用

言 的表現 がっねに和語成分 によるというわ けではない ことがわか る。

(新20-1)の 「なにを信仰 して も自由です」を 「なにを信 仰するかは、 自由

です」 とパ ラフレーズす ることも可能で あろう。他 の(19)(21)も 疑 問表現 に

パ ラフ レーズ しうる点 ではかわ りがないといえ よう。

(新20-1)の よ うな逆条件節 「疑問詞+～ て も」 をふ くむ セ ンテ ンスは、

(正15-4後 半)「選挙人 は、その選択 に関 し公的 にも私 的にも責任 を問 はれない。」

をパ ラ フレーズ した(新15-4後 半)「 だれに投 票 して も、公的 に も私 的に も、

責任 を問われません。」 にもみ いだせ る。 この(新15-4後 半)を 「だれに投票

三
三
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す るか は自由です。 公的 にも私的 にも責任 を問われません。」 とパ ラフ レーズす

ることもで きる。

(正24-2)に みえる 「住居の選定」 は、(新24-2)「 どこに住むかをえ らぶ

こと」 とパ ラフレーズされてお り、 ここにも疑 問表現が使用 されてい る。おな じ

第24条 第1項 の 「配 偶者 の選択」 は、 「結婚相 手をえ らぶ こと」 とパ ラフ レーズ

されてい るが、 これ も 「だれ と結婚す るか をきめること」等 とパ ラフレーズす る

ことがで きよ う。

「第9章 」 の名称 は 「改正」 である。 この部分 を 「新訳」で は 「憲法を変え る

には」 とパ ラフレーズ している。漢語 の語基 「改正」 は、事物類 の語基で もあ り、

動態類の語基 で もあ る。 日本 国憲 法 の この箇所で は、 南不二男(1993)の い う

「題 目文」 にな っている。 いま、 この題 目文 「改正」 を、漢語サ変動詞 「改正 す

る」を使用 した述語 文にパ ラフレーズ してみ よ う。 た とえば、「この憲法 を改正

するには(ど うすればよいか/ど んな手 続きを とらなければな らないか)」 とで もパ

ラフレーズす ることがで きるだ ろう。 ここにも疑問表現 をみいだす ことがで きる。

た とえば、「学習者」 ・ 「教授者」 ・ 「教授 内容」 ・ 「教授方法」 とい った漢

語 の体言 か らなる題 目文が あるとす る。 それぞれ 「だれにお しえ るか」 ・ 「だれ

がお しえるか」 ・ 「なにをお しえるか」 ・ 「どうお しえ るか」等 とい った疑 問表

現 にパ ラフ レーズできるだろ う。

つ まり、疑 問表現へ のパ ラフ レーズは、複数の漢語の語基 か らなる合成語 にっ

いて も可能 な場合 があるのである。

芳賀綏(1984)に は次 のような事例が紹介 されている。行商をやめない老婆 に、

青年 レポー ターが その理 由をき こうとして、「理 由は何 ですかア?」 とたず ねた

が、老婆 には通 じなか った。 そばの人が 「ナス テや ってるんだ、 って聞 いて るん

だ」 と通訳 して くれて、や っと通 じた とい う。おな じ疑 問表現 で も 「理 由はなん

ですか」 は体 言本位 の表現 であ り、 「なぜ、や っているのです か」 は用言本位 の

表現で ある。芳賀氏 は、っ ぎのよ うにのべ る。

かって柳 田国男先生 は、"円 い ことば"で 話す伝統的勤労庶民 の知恵 の深 さを

高 く評価 し、"四 角 いことば"を 使 う知識層 に くらべて、信頼 できる、 た しか な

人たちだ とされた。"円 い ことば"は 勤労生活 に深 く根 ざ したことば、"四 角 いこ



とば"は 読み書 きか ら入 った知識 の ことば、前者 は身 にっ いたことばで後者 は頭

のて っぺん に乗 っただ けの ことば、 と考 え られたのだ。

「なぜ○○す るんだ」 は"円 い ことば"、 「OOす る理 由は何か」 は"四 角い こ

とば"に 属す る。

以上、 「漢語の体言か らなる句 また は複数の漢語 の語基 か らな る合成 語の疑問

表現へ のパ ラフ レーズ」 とで もよべ る現象についてのべてきた。以下 には、今回

の調査で え られ た用例 のうち、今後、よ りおお くの類例 を観 察 して記述 をこころ

み る必要 があるので はないか とお もわれ る例を列 挙 してお く。
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(正 前文)諸 国民 との協和 による成果(と 、… … を確保 し、)

(新 前文)す べての国 ぐにと平和 に力をあわせ、その成果を(手 に入れ よ

う、)

(正97)人 類 の多年にわたる自由獲得 の努力の成果であ って、

(新97)人 類が 自由を もとあ、長 いあいだ たたか ってえ た成果です。

(正 前文)恒 久の平 和を祈念 し、

(新 前文)平 和がいっ まで もっつ くことを強 く望 みます。

(正9)正 義 と秩序を基調 とす る国際平和 を

(新9)世 界 じゅうの国が、正義 と秩序 を もとに した、平和 な関係 にな るこ

とを。

(正25)す べて国民 は健康で文化的な最低 限度 の生活 を営 む権利 を有す る。

(新25)す くな くともこれだ けは、 とい うレベルの、健康 で文化的 な生活を

いとなむ ことは、すべての人の権利 です。

三
五

(正96-2)憲 法 改正 にっ いて前項の承認 を経 た ときは、

(新96-2)こ れでいいとされ た改正条項は、
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最初 の2組 における新訳 は、連体修飾成 分に コンデ ンスされ た内容 を、用言本

位 の表現 にほ ぐそ うと した ものであ り、次 の2組 の新訳 は、句(「 恒久の平和」)

や合成語(「 国際平和」)に コンデ ンスされた内容 を、用言本位 の表現 にほ ぐそう

と した もので ある。最後 の2組 も、新訳において用言本位 の表現 にパ ラフ レーズ

されてい る点 で は他 の もの と同様 であるが、 引用節(「 す くな くともこれだ けは

(とい う)」 ・ 「これで いい(と)」)が 使用されている点 に注 目すべ きか とお もわ

れる。25条 の新訳中 の引用節 には、「(すくな くともこれだけは)必 要だ/欠 かせ

ない/ゆ ずれな い」 といった用言の述語成 分をお ぎない うるで あろう。

3.お わ り に

単語の文法的 な性質 と単語の文体的な性質 とがか らんだ問題 をとりあげた。体

言か用言か とい うも問題 でもあ り、漢語 か和語 か とい う問題で もある。今回 は、

体言本位 の表現か ら用言本位の表現へのパ ラフレーズとい う観点か らこの問題 に

接近 した。

第2章 で、芳賀綏氏 のことばを引用 したが、鶴見俊輔(1976)も 、た とえば、

次の ように柳田国男のかんがえに言及 している。

柳田国男 は、明治 の学術語 づ くりが主 と して抽象名詞の新造 に専念 した こ

とに不満を もち、 日本の常民 の 日常 の経験か らは じめて 日常の言葉にすで に

あ る造語法を とお して学問の言葉 をっ くる道 をすす めた。 この理想 は、柳田

の著作にあ らわれたか ぎりでは、形容詞 ・動詞 に重 きをお いて学 問をのべ る

とい う道す じを とった。

三
六

漢語 を軸 とした体言 本位の表現 は、簡潔で あるが、わか りに くい といわれ るこ

とがおおい。和語 を軸 とした用言本位 の表現 は、わか りやすい といわれ るが、冗

漫である との批判 も生 じる。簡潔 さ ・冗漫 さはともか くと して、表現 のわか りや

す さ ・わ か りに くさ は、 なにゆえ生 じるのであ ろうか。 冒頭 で言及 した柳父章

(1977)は 、次 のよ うにのべている。

しか し、 日本文 の基本 的な構造 は、名詞中心の形 にはな り切れない。翻訳



日本文 の形成 は、 同時 に至 る所 に無理 をともな った。その第一 は、私 たちの

ことばの構成の運動の自然な流れに逆 らうよ うな構文で ある、 と私 は考え る。

ことばの構成 の運 動 とは、す なわ ち私 たちの頭脳の働 きであ る。思考 その も

のである。

たいへんおお きな問題にゆきっ くようで はあるが、 この論文で こころみは じめ

たよ うな、 実例をパ ラフレーズの型 という観点か ら分類 し整理す るとい う仕事 を

っみかさねてゆ きたい とお もう。
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(注)

(1)作 田啓一 ・多田道太郎(1975)『 動詞人間学』195頁 。

(2)玉 村文郎(1975)の142頁 ～143頁 か ら引用。

(3)玉 村文郎(1998)の22頁 か ら引用。

(4)宮 地裕(1979)『 新版 文論』 の170頁 および172頁 か ら引用。

(5)漢 語の語基 にっいては、野村雅 昭(2000)に よる。

(6)芳 賀綏(1984)の47頁 か ら引用。

(7)鶴 見俊輔(1992)の216頁 ～217頁 か ら引用。

(8)柳 父章(1979)の45頁 か ら引用。
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